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広報あぐい　２００７年４月１日号

愛
知
県
労
働
者
福
祉
協
議
会
知
多
支
部

（
労
福
協
）
の
主
催
（
後
援
阿
久
比
町
ほ

か
）
で
、
写
生
大
会
を
開
催
し
ま
す
。

□
日
時　

四
月
八
日（
日
）　

午
前
十
時
〜

午
後
二
時
（
当
日
が
雨
天
の
と
き
は
、

四
月
十
五
日
（
日
）
に
順
延
）

□
会
場　

ふ
れ
あ
い
の
森

□
参
加
対
象
者　

知
多
半
島
五
市
五
町
に

在
住
の
家
族
（
幼
児
、
小
学
生
に
は
参

加
賞
有
り
）

□
表
彰　

県
知
事
賞
、
中
日
新
聞
社
賞
、

な
ど
優
秀
作
品
に
は
表
彰
状
と
記
念
品

を
贈
呈
。

□
作
品
展　

六
月
以
降
に
中
央
公
民
館
本

館
で
開
催
し
ま
す
。

□
申
し
込
み　

事
前
の
申
し
込
み
は
行
い

ま
せ
ん
。
当
日
、
ふ
れ
あ
い
の
森
管
理

事
務
所
前
で
受
け
付
け
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

労
福
協
事
務
局

�（
２
１
）
４
０
３
２

�

家
内
労
働
（
内
職
）
な
ど
で
行
わ
れ
る
、

セ
ー
タ
ー
や
カ
ー
デ
ィ
ガ
ン
な
ど
の
ニ
ッ

ト
製
品
製
造
の
最
低
工
賃
が
二
月
二
十
八

日
で
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

最
低
工
賃
の
廃
止
は
、
愛
知
労
働
局
長

が
愛
知
地
方
労
働
審
議
会
の
答
申
を
受
け

て
決
定
し
ま
し
た
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

愛
知
労
働
局
労
働
基
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�
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�
�

準
部
賃
金
課　

�
０
５
２（
９
７
２
）０
２

５
８　

半
田
労
働
基
準
監
督
署　

�（
２

１
）
１
０
３
０

�
家
庭
の
経
済
的
な
理
由
で
、
就
学
が
困

難
な
小
・
中
学
校
児
童
・
生
徒
の
保
護
者

の
方
に
、
学
用
品
費
や
学
校
給
食
費
な
ど

を
支
給
し
ま
す
。

□
就
学
援
助
の
対
象
者
（
阿
久
比
町
在
住

の
方
）

〈
準
要
保
護
〉

・　

生
活
保
護
が
停
止
ま
た
は
廃
止
さ
れ

た
方

・　

町
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
減
免
さ
れ

た
方

・　

個
人
事
業
税
ま
た
は
固
定
資
産
税
が

減
免
さ
れ
た
方

・　

国
民
年
金
の
保
険
料
が
免
除
ま
た
は

�
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�
�
�
�
�
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�
�

�
�
�

国
民
健
康
保
険
税
が
減
免
さ
れ
た
方

・　

児
童
扶
養
手
当
が
支
給
さ
れ
た
方

・　

生
活
福
祉
資
金
の
貸
し
付
け
を
受
け

た
方

・　

そ
の
ほ
か
経
済
的
理
由
で
困
っ
て
い

る
方
で
、
教
育
委
員
会
が
援
助
を
必
要

と
認
め
た
方

〈
要
保
護
〉

・　

生
活
保
護
世
帯

□
申
請
方
法

　

準
要
保
護
の
方
は
、
児
童
・
生
徒
の
在

学
す
る
学
校
ま
た
は
学
校
教
育
課
へ
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

※　

添
付
書
類
と
し
て
所
得
証
明
書
な
ど

が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

要
保
護
の
方
で
、
生
活
保
護
を
受
け
て

い
る
世
帯
の
方
は
住
民
福
祉
課
に
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

学
校
教
育
課　

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
０
５
）

�
自
衛
官
を
次
の
と
お
り
募
集
し
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先

自
衛
隊
半
田
地
域
事
務
所

�（
２
１
）０
０
０
４

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.aichi.plo.jda.go.jp
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お知らせ  
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試験期日受付期間受験資格募集種目

１次　５月１９・２０日
（２０日は飛行要員のみ）

２次　６月１９日～２１日のうち指定す
る１日

３次　７月１８日～８月２日
（海・空自衛隊飛行要員のみ）

４月１日～
　　５月１１日

平成２０年４月１日現在、２０歳以上２６歳未
満の方（２２歳未満は大卒（見込含む））、
大学院修士学位取得者（海上技術幹部候
補生志願者は、理工学修士学位取得者に
限る）および自衛官は２８歳未満の方

一般
・
技術

幹部候補生

１次　５月１９日
２次　６月１９日～２１日のうち指定す

る１日

平成２０年４月１日現在、専門の大卒（見込
含む）２０歳以上３０歳未満の方（薬剤は２６歳
未満の方（薬学修士学位取得者は２８歳未
満））

歯科
・
薬剤

５月中旬予定
年間を通じて
行っています。

１８歳以上２７歳未満の方
２等陸海空士
（男子）

支　給　内　容対　象　者
項　
　

目

学用品費・通学用品費
校外活動費（宿泊を伴わない）準要保護

学
用
品
費

小・中学校に入学する児童・生
徒が通常必要とする学用品費お
よび通学用品費

準要保護　
　小学１年生
　中学１年生

新
入
学
児
童
・

生
徒
学
用
品
費

児童・生徒が修学旅行に参加す
るため直接必要な交通費、宿泊
費、見学料、記念写真代、医薬
品、旅行傷害保険料の費用

準要・要保護　
　小学６年生
　中学３年生

修
学
旅
行
費

学校が保護者に徴収する給食費
の全額準要保護

学
校
給
食
費

学校保健法施行令第７条に定め
る疾病における自己負担額準要保護

医
療
費

校外活動費（宿泊を伴うもの）・
キャンプなどに参加するため直
接必要な費用

準要保護　
　小学５年生
　中学１・２年生

校
外
活
動
費

就 学 援 助 の 内 容


